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佐賀県電子入札システムの電子くじの決め方について

※落札者の決定方法
くじ対象業者のくじ番号の合計を、くじ対象業者数で割り、その余りと
応札順序が等しい業者が、落札業者となります。

１３６８÷３＝456 余り 0 ⇒ 応札順が0番の者が落札者となる。


